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船舶事故調査報告書 

 

                             平成３０年３月１４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 沈没 

発生日時 平成２９年３月１０日 ０４時１５分ごろ 

発生場所 愛媛県上島町弓削
ゆ げ

島南東方沖 

 高井神島灯台から真方位３１７°２.９海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°１３.８′ 東経１３３°１３.７′） 

事故の概要  引船とよふじは、台船ＫＭＩＴ
ケ ミ ッ ト

－２号をえい
．．

航して南西進中、ＫＭ

ＩＴ－２号が沈没した。 

事故調査の経過  平成２９年３月１３日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 引船 とよふじ、１９トン 

２７３－１１５４１広島、メイクマリン有限会社（Ａ社） 

   １３.８９ｍ（Lr）×５.４０ｍ×１.９０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、１,２０６kＷ、平成２年１２月１７日 

Ｂ 台船 ＫＭＩＴ－２号、約８０トン（排水量） 

   なし、有限会社ケミット（Ｂ社） 

   ２８.０ｍ×９.０ｍ×１.５ｍ、鋼 

   機関なし、不詳 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５２歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

   免許登録日  昭和５８年４月２２日 

免許証交付日 平成２６年５月２日 

         （平成３１年５月２６日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 沈没（全損） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西南西、風力 ５、視界 良好 

海象：波高 約１～１.５ｍ、潮汐 上げ潮の初期 

日出時刻：０６時２２分ごろ 

上島町には、３月８日０４時２５分に強風注意報（海上で平均風速

１５m/s）及び波浪注意報（有義波高１.５ｍ）が発表され、３月１０

日０３時５９分に解除された。 
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 事故の経過  Ａ船は、船長ほか２人が乗り組み、ホッパー（じょうご型の貯蔵

槽）約１０個を積載した無人のＢ船をえい
．．

航（えい
．．

航索の長さ約４０

ｍ）する引船列（以下「Ａ船引船列」という。）を構成し、平成２９

年３月１０日０２時１０分ごろ愛媛県新居浜市新居浜港に向けて広島

県尾道市所在の企業の専用岸壁を出発した。 

Ａ船引船列は、船長が操船に当たり、乗組員の１人が操船の補助と

して在橋し、尾道市戸崎
と さ き

瀬戸を通過した後、備後灘
び ん ごな だ

を手動操舵により

約６ノットの対地速力で南進し、弓削島東岸沖で針路を南西方に転じ

たところ、Ｂ船の甲板上に海水が打ち上がるようになった。 

船長は、Ａ船引船列の速力が急に落ちたので、Ｂ船を見たところ、

Ｂ船が船首側から沈み始めているのを認めた。 

Ｂ船は、間もなく、えい
．．

航索のアイがＢ船の船首部の係船柱から外

れ、０４時１５分ごろ船首からほぼ垂直に沈没した。 

Ａ船は、船長がＡ社を経由して海上保安庁に本事故発生の通報を行

った後、自力で尾道市の係留場所に戻った。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項  Ａ船引船列は、Ｂ船の船首部両舷の係船柱にえい
．．

航索のアイを止め

ていた。 

Ｂ船は、３月９日に別の引船で新居浜港に向けて、一旦えい
．．

航され

たものの、荒天のため途中で引き返し、専用岸壁に戻っていた。 

船長は、９日の夕方、Ａ社からＢ船が既に積荷を終えてえい
．．

航でき

る状況となっているので、えい
．．

航するよう指示され、１０日０１時５

０分ごろに尾道市にある係留場所を出発し、Ｂ船を係留している専用

桟橋に向かい、同専用桟橋に到着後、Ｂ船を新居浜港にえい
．．

航する準

備に取り掛かった。 

船長は、Ｂ船のえい
．．

航準備ができていることを教えられていたもの

の、Ｂ船の詳しい状況については知らなかった。 

Ｂ社は、ふだんＢ船を浮き桟橋として使用しており、依頼がある

と、台船として貸し出していた。 

Ｂ船は、建造から２０年以上経過し、船首尾に各１個の貨物倉を設

け、各ハッチの大きさは一辺が約０.７ｍの正方形で、コーミングの

高さが約０.１５ｍとなっていて、ハッチカバーが付いていたが、Ｂ

社が時々ビルジ等を排出する作業を行っていたので、ハッチカバーが

完全に閉鎖されていない状態となっていることがあった。 

Ｂ船は、出航時、船首尾が約０.５ｍの等喫水であった。 

船長は、Ｂ船を係留している専用岸壁に到着後、出航するまでの

間、Ｂ船のハッチカバーの閉鎖状態等を点検していなかった。 

船長は、９日の夜にテレビの気象情報を入手していたものの、強風

注意報及び波浪注意報が発表されていることを承知していなかった。 

分析  
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 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ 不明 

Ａ なし、Ｂ あり 

 Ａ船引船列は、Ｂ船の甲板上に海水が打ち上がる状況下、弓削島南

東方沖を南西進中、Ｂ船が沈没したものと考えられる。 

Ｂ船は、ふだん浮き桟橋として使用されており、Ｂ社が時々ビルジ

等を排出する作業を行っていたことから、甲板上に打ち上がった海水

が完全に閉鎖されていなかった船首部のハッチから倉内に流入した可

能性があると考えられる。 

 船長は、３月９日の夕方にＢ船のえい
．．

航を指示されたこと、Ｂ社が

浮き桟橋として使用しているＢ船から時々ビルジを排出していること

を知らなかったこと、強風及び波浪注意報が発表されていることを知

らなかったこと、Ａ船の係留場所を出発してから２０分後にＢ船のえ
．

い
．
航を開始していることから、Ｂ船のえい

．．
航を開始する前にＢ船のハ

ッチカバーの閉鎖状態等を点検しなかった可能性があると考えられ

る。 

原因  本事故は、夜間、Ｂ船の甲板上に海水が打ち上がる状況下、Ａ船引

船列が、弓削島南東方沖を南西進中、Ｂ船が沈没したものと考えられ

る。 

Ｂ船は、甲板上に打ち上がった海水が完全に閉鎖されていなかった

船首部のハッチから倉内に流入したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

 ・発航前には、開口部の閉鎖状態等を確認し、堪
たん

航性を保持するこ

と。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

                 拡大図 

 

事故発生場所 

（平成２９年３月１０日 

 ０４時１５分ごろ発生） 


